
 

大田区個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

１ 改正理由と内容 

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、行政機

関の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止となるため、規定を整備する。 

 

２ 新旧対照表 

新 旧 

○大田区個人情報保護条例 ○大田区個人情報保護条例 

平成 10年 10月 12日 平成 10年 10月 12日 

条例第 66号 条例第 66号 

改正 平成 15年６月 24日第 25号 改正 平成 15年６月 24日第 25号 

平成 16年３月 16日第１号 平成 16年３月 16日第１号 

平成 17年３月 18日第 32号 平成 17年３月 18日第 32号 

平成 27年９月 30日第 60号 平成 27年９月 30日第 60号 

平成 28年３月 14日第７号 平成 28年３月 14日第７号 

平成 29年３月 13日第２号 平成 29年３月 13日第２号 

平成 30年３月 12日第２号 

 令和４年３月 日第 号 

平成 30年３月 12日第２号 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１)  （略） (１)  （略） 

(２) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報（第３号の３に規

定する特定個人情報を除く。）を除く。）であっ

て、次のいずれかに該当するものをいう。 

(２) 個人情報 個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報（第３号の３に規

定する特定個人情報を除く。）を除く。）であっ

て、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（個人識別符号（個人情報の保護に

関する法律（平成 15年法律第 57号）第２条

第２項に規定する個人識別符号をいう。以下

同じ。）を除く。）により特定の個人を識別す

ることができるもの（他の情報と照合するこ

とができ、それにより特定の個人を識別する

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等（個人識別符号（行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律（平成 15 年

法律第 58 号）第２条第３項に規定する個人

識別符号をいう。以下同じ。）を除く。）によ

り特定の個人を識別することができるもの

（他の情報と照合することができ、それによ
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新 旧 

ことができることとなるものを含む。） り特定の個人を識別することができること

となるものを含む。） 

イ 個人識別符号が含まれるもの イ 個人識別符号が含まれるもの 

(２)の２から（７） （略） (２)の２から（７） （略） 

第３条から第 38条まで （略） 第３条から第 38条まで （略） 

   付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 


